
令和5年度新濃尾農地
防災事業所小牧分室賃
貸借契約(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長川中正
光

愛知県一宮
市八幡5丁
目1番14号

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き庁舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員宿舎賃貸借契約(1
戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長川中正
光

愛知県一宮
市八幡5丁
目1番14号

令和5年4月3日

尾泉染色株式
会社
法人番号
518000108341
9

愛知県一宮
市大和町馬
引字郷未申
10番地の1

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 1,020,000 - - - - - - - -

職員宿舎賃貸借契約(1
戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長川中正
光

愛知県一宮
市八幡5丁
目1番14号

令和5年4月3日

有限会社マル
カホーム
法人番号
418000207763
5

愛知県一宮
市大和町馬
引字横手
13-1

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 906,000 - - - - - - - -

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

別紙様式５

特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

職員宿舎賃貸借契約(1
戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長川中正
光

愛知県一宮
市八幡5丁
目1番14号

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

新木津用水路改修工事
に伴う土地使用補償

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長川中正
光

愛知県一宮
市八幡5丁
目1番14号

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -

新木津用水路改修工事
に伴う土地使用補償

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長川中正
光

愛知県一宮
市八幡5丁
目1番14号

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -

新木津用水路改修工事
に伴う土地使用補償

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長川中正
光

愛知県一宮
市八幡5丁
目1番14号

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

新木津用水路改修工事
に伴う土地使用補償

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長川中正
光

愛知県一宮
市八幡5丁
目1番14号

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -

新木津用水路改修工事
に伴う土地使用補償

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長川中正
光

愛知県一宮
市八幡5丁
目1番14号

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -

令和5年度東海農政局
矢作川総合第二期農地
防災事業所豊田支所事
務室等賃貸借契約(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日

豊田土地改良
区
法人番号
470015004389
7

愛知県豊田
市司町3丁
目8番地

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き庁舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 3,300,000 - - - - - - - -

令和5年度東海農政局
矢作川総合第二期農地
防災事業所明治用水頭
首工復旧建設所事務室
等賃貸借契約(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日

自然応用科学
株式会社
法人番号
918000103264
4

愛知県名古
屋市中区錦
1丁目13番
26号

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き庁舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 9,559,248 - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日

愛信ビル管理
有限会社
法人番号
118030202536
2

愛知県豊田
市大清水町
大清水137
番地3

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 847,200 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日

大和リビング
株式会社東海
支店
法人番号
501060104242
7

愛知県名古
屋市中村区
平池町4丁
目60番地9

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 1,056,000 - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日

大和リビング
株式会社東海
支店
法人番号
501060104242
7

愛知県名古
屋市中村区
平池町4丁
目60番地9

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 948,000 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日

株式会社MK
コーポレーショ
ン
法人番号
118030102110
7

愛知県豊田
市大林町2
丁目112

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 846,000 - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日

大和リビング
株式会社東海
支店
法人番号
501060104242
7

愛知県名古
屋市中村区
平池町4丁
目60番地9

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 1,435,200 - - - - - - - -

明治本流(上流部)シー
ルド工事に係る土地使
用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -

明治本流(上流部)シー
ルド工事に係る土地使
用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

明治本流(上流部)シー
ルド工事に係る土地使
用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -

明治用水頭首工復旧工
事に係る土地使用補償
(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -

明治用水頭首工復旧工
事に係る土地使用補償
(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -

明治用水頭首工復旧工
事に係る土地使用補償
(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

明治用水頭首工復旧工
事に係る土地使用補償
(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -

明治用水頭首工復旧工
事に係る土地使用補償
(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -

明治用水頭首工復旧工
事に係る土地使用補償
(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -

明治用水頭首工復旧工
事に係る土地使用補償
(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長井川範彦

愛知県安城
市大東町
22-16

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者と
の契約であること
から、場所及び契
約相手方が限定さ
れるものである。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

令和5年度東海農政局
矢作川総合第二期農地
防災事業所の庁舎賃貸
借契約

支出負担行為
担当官東海農
政局長小林勝
利

愛知県名古
屋市中区三
の丸1-2-2

令和5年4月3日

明治用水土地
改良区
法人番号
470015004360
9

愛知県安城
市大東町
22-16

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

当該場所でなけれ
ば行政事務を行う
ことが不可能であ
ることから場所が
限定され、供給者
が一に特定される
賃貸借であるため
随意契約を行うも
のである。

- 11,270,952 - - - - - - - -

令和5年度東海農政局
新濃尾農地防災事業庁
舎用地の賃貸借

支出負担行為
担当官東海農
政局長小林勝
利

愛知県名古
屋市中区三
の丸1-2-2

令和5年4月3日
個人情報非公
表

個人情報非
公表

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

平成11年10月より
賃貸借契約を行い
庁舎を設置してい
るが、引き続き庁
舎を設置する必要
があり契約の相手
方が一に限定され
るものである。

- - - - - - - - - -

GFPコミュニティ構築支
援加速化委託事業

支出負担行為
担当官東海農
政局長小林勝
利

愛知県名古
屋市中区三
の丸1-2-2

令和5年4月17日

株式会社OKB
総研
法人番号
420000101353
0

岐阜県大垣
市郭町2丁
目25番地

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- - 11,504,713 - - - - 2 0 - -

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。


